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１。はじめに

　アメリカ合衆国（以下「アメリカ」または「米国」

とする）での教育改革では，いわゆる「スプートニッ

クショック」(1959年）を受けての1960年代のものと，

日本やドイツなどとの経済摩擦のもとに出された「危

機に立つ国家」(1983年）を受けての1980年後半からの

ものとが注目される。美術教育に関しては, 1960年代

の改革の底流を受け継いだDBAE (Discipline-Based

Art Education)が80年代に大きな運動となり，全米的

な規模で美術教育の理論とその実践を促してきた。

　そして，アメリカが経済戦争に勝つための教育改革

の方向性を示したのが, 1993年に議会を通過し翌年か

ら適用された「2000　年の目標：アメリカの教育法

　(Goals 2000 :Educate America Ａｃt）」であった。こ

の中で，「英語，数学，科学，外国語，公民，経済学，

芸術(the arts),歴史，地理を含む教科」が公立学校

で必修とされ，さらに「アメリカのすべての学校は，

すべての児童・生徒が，責任ある市民，学習の継続，

そしてアメリカの近代経済における生産的な職業人と

して準備ができるように，生徒の知力（mindS）を十分

に活用するように学習することを保証する」とされて

いる。その教育法を受けて，必修とされた当該教科は，

それぞれの基準(standards)を作成することになった。

　「2000年の目標」にみられる動きは，自然科学におけ

る優秀な研究者を養成することが主眼であった60年代

の理数系を中心とした改革とことなり，経済戦争に勝

つための「生産的な職業人」を養成するために全体の

底上げをねらっている点に特色がある。全体の底上げ

のためには競争原理が導入される。競争の劣敗を決め

るためには，共通の学習内容と評価の観点が必要にな

り，学習内容と評価の方法，手続きの明確化が求めら

れる。そして，全米共通の基準が導入されたが，連邦

政府による州や地域での教育活動への発言権が高まる

ことを危惧する声もある。さらに，州政府が各都市や

学区に全米基準に準じた州基準を示している。それは

カリキュラムそのものではなく，地域でのカリキュラ

ム作成の指針だということが，どの州でも繰り返し強

調されるのは,そうした危惧を払拭するためでもある。

　美術を含む芸術教育も，そうした大きな流れに巻き

込まれていく。「芸術(arts)」の全米基準では，ダンス，

音楽，演劇，美術（視覚芸術）に関連するそれぞれの

学会が共同で「芸術」共通の原則を確認し，さらに，

その原則に準じて，各教科の基準が作成された。美術

教育では，全米美術教育学会（ＮＡＥＡ: National Art

Education Association)が組織をあげて検討を続け，

関係者への周知や意見聴取を経ながら, 1994年３月に

　「全米視覚芸術（美術）教育基準(National Visual

Arts Standards)」を公表した。１

　以上，概観したような現状を踏まえて，美術教育の

全米基準とそれをうけた各州レベルでの州基準のいく

つかの事例を，検討していきたい。

２．この研究の目的について

　この研究の目的は，アメリカの教育改革，特に美術

教育の事例から，日本の美術教育の今後の展望をうる

ための視点を探ることである。そのためには，全米美

術教育基準の概要を確認した後で，以下のような観点

から論を進めていきたい。

（1）各州の美術教育の基準の構成要素のうち，領域

　（ｓｃｏｐｅ）の分類の仕方の傾向を知る。

(2) 1980年代以後のアメリカの美術教育において全米

規模での影響力を持ってきた　DBAE (Discipline

-Based Art Education)の各州基準への影響を確認す

る。｀

（3）全米統一基準が，州という地域単位でどのように
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地域化されていくか(localized)を検討し，さらに，

都市や学区単位での実践的なカリキュラムヘの移行の

方向性を探る。

３．全米美術教育基準について

３－１．ＤＢＡＥについて

　全米基準について紹介する前に，全米基準以前に全

米規模での美術教育運動を展開してきたＤＢＡＥの考

え方を簡単に紹介する。ＤＢＡＥは, 1980年代にゲッ

ティ財団の援助を得て進められてきた美術教育運動

で，自己表現をめざす制作活動を中心としてきた従来

の美術教育に対して，鑑賞や批評，美術の生活におけ

る意味を考える活動を，制作を含む４つのディシプリ

ンとして採用した。そのディシプリンは，時代によっ

て意味する内容が少しずつ違ってくるが，基本的には

以下の４つのタイプになる。２

　・美術制作（作品の制作とそのための知識・技能）

　・美術批評（美術作品の記述，分析，解釈等）

　・美術史（美術の文化的，歴史的な意味づけ）

　・美学（人生や生活へ美術を活かすことの意義）

　「美学」というと一般には哲学的な講壇美学が思い

浮かぶが，ここでの美学は，生活において美術を鑑賞

したり制作したりすることの個人的，社会的な意義を

問い，実感し，確認するという意味で使われている。

　1990年代になると, DBAEも批判を受け容れなが

ら，多元文化主義，ジェンダー論，現代美術，新しい

メディアなどを包括し，初期のＤＢＡＥ論から大きく

脱皮していく傾向もみられ，「新ＤＢＡＥ」３などと呼ば

れることもあるが,全米レベルの統一性を求め,制作･

表現活動だけでなく批評・鑑賞活動を重視する姿勢は

変わらない。さらに，ゲッティ財団による推進もあっ

て，「美術」教育のディシプリン論から，広く，「芸術」

教育全体のディシプリンヘと拡大されて，“Discipline

-Based ＡｒtｓEducation”になったという指摘もあ

る。4ちなみに, NAEAが刊行した全米基準の解説書

には, DBAEについては一言も触れられていない。

　DBAE　については他の論文でも検討してきたの

で，5ここでは，全米美術教育基準と各州基準との関連

を考察するのに必要な範囲の紹介にとどめたい。

3-2.全米美術教育基準について

　この全米基準については，その概要が日本でもすで

に紹介されているし，6筆者も別の機会にその問題点を

検討してきたので，7ここでは，その基本的な考え方と

内容の確認にとどめたい。

　全米基準は，表２のように，縦軸の内容基準(ｃｏｎ-

tents standard)と横軸の達成基準(achievement Stan-

dard)から構成される。これらの基本構成は各芸術教

科に共通する。内容基準は，カリキュラムの領域区分

に相当するもので，６つに分けられる。それらは，芸

術教科において，生徒が知り，そして，できなければ

ならないこと（知識・技能）を特定している。達成基

準は，「Ｋ-12」（幼稚園一高校３年）の間が，「Ｋ-４」，

「５－８」，「９ -１２」の３段階に分けて示されている。こ

れは，「４－４－４」のミドルスクール型を前提にしてい

る。もちろん，アメリカでは各州，各学区によってこ

うした制度は異なるので，最近増大している「４－４

－４」をタイプとして選んだのであろう。8そして，達成

基準は，「生徒は…する」というように，各段階の終了

までに「獲得すべく期待される能力(competency)」

とされ，行動目標の形で文章化されている。

　芸術教科を必修教科とすることは，既に述べたよう

に「2000年の目標」法に定められているが，基準その

ものはカリキュラムではなく，各地で独自のカリキュ

ラムを作成するための指針であり，その基準を採用す

るかどうかは強制ではない，ことが強調される。

　ここでは，後で述べるような各州での内容基準との

比較のために，次のように，６つの内容基準の項目を

確認しておきたい。

　・材料・技法・過程（手順）を理解し応用する。

　・構成や技能に関する知識を活用する。

　・主題，象徴，構想を選択し評価する。

　・歴史と文化に関連させて美術を理解する。

　・自他の作品の特色や価値について考察し評価す

　る。

　・美術を他の教科と関連づける。

　「理解し応用する」，「知識を活用する」，また「選択

し評価する」などの言い表し方からわかるように，行

動目標として設定され，しかも，観察や認知から得ら

れた知見を制作に応用するとか，主題や象徴などの意

味を理解しそれを効果的に使うなど，制作と鑑賞の一

体化が意図されている。また，美術教科と他教科との

関連づけを一つの項目として設定しているのは，美術

教育が決して特殊な教科ではなく，他の学問的な教科

　(academic subject)と同じく，一般教育としての意

義をもっていることを確認するためである。

４．各州基準の内容基準について

4-1.州基準への適用状況

　表３は，16の州について，その芸術，または美術（視

覚芸術）の内容基準に該当する部分を抜き出して整理

したものである。これらの16州を選んだのは，たまた

ま，インターネット上での検索が容易であったという

のが大きな理由である。2002年の調査では,芸術(arts)

に関して州基準を作成しているのは，34州とされる。

さらに，一部で試行，準備中の６州を含めれば，全米

51州のうち40州が作成していることになる｡9しかし，

その調査では，一部試行，または準備中とされる州（表

３のインディアす，ニューヨーク，ニュージャージ，

オハイオ，ウェストバージニアなど）でも州基準は公
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表されているので，それを州全体に適用しているか，

適用に関して学区などの裁量に任しているかどうかの

ちがいと考えられる。今後，すべての州の実状を調査

しなければわからないが, 1994年の全米基準を受けて，

教科間のばらつきはあっても，ほとんどの州で基準そ

のものは作成，公表されていくことが推測できる。公

表,または適用された年代は,全米基準が示された1994

年以降であるが，既に，アラスカなど，一部，改訂さ

れた基準もある。

4-2.それぞれの州基準の内容基準について

　表３で「内容基準」として整理された内容は，「芸術」

全体(arts, fine arts)に共通するものであったり，「美

術，視覚芸術(art, visual arts)」だけのものであった

りする。多くの州では，内容基準の領域（ｓｃｏｐｅ）に相

当する部分は，芸術全体に共通するが，達成基準の部

分では，美術（視覚芸術）などの個別的な学習活動に

ついて述べている事例が多い。表３では，学年段階の

系統性に関しては，紙幅の関係で省略した。義務教育

年限も12年，９年とさまざまであり，「４－４－４」も，

　「K-12」までの段階を各学年別に達成基準を示す場合

もあり，「Ｋ-８」までは各学年，「9 -12」は４段階に分

ける場合もあり，多様である。系統性の問題は，また，

別の機会に検討していきたい。

　こうした内容基準に関して，各州を比較対照した研

究は，手元にあるいくつかの美術教育雑誌を見たかぎ

りでは，アメリカでも，まだ，ないようである。

　内容基準に関して，項目数からいうと３つから６つ

に分散している。それを表１にまとめてみる。

　３項目の２州の事例をみると，イリノイの「１．芸

術言語」では，感覚的な要素に関する意味論と芸術間

に共通する文法に関する統辞論的な扱いになってい

る。「２．手順，知識，技能」では，作品が生み出され

る過程を理解するための演示(performance)や創作と

いう位置づけに，情動的な自己表現よりも手続きを踏

んだ創作体験そのものを重視する傾向がうかがえる。

　「３．芸術の役割の理解」は，全米基準の４と５に対

応する。オレゴンの事例は，イリノイに比べると，よ

り直截に，「制作，批評（認知），美術史」といった大

まかなわけ方になっている。

　４項目の事例では，アラスカが,芸術全体を通して。

　　　　　　表1　16州の内容基準項目数

DＢＡＥの４つのディシプリンを忠実に受けついでい

る。DBAE にもとづく研修内容を参照にしたことは，

その基準作成の担当者が認めている。 1oミズリーも「芸

術史一芸術批評一美学一制作（演示）」といったＤＢＡＥの

ディシプリンを，忠実に反映している。ニューヨーク

の事例は，大きく制作と鑑賞の区分をしているが，

ＤＢＡＥの４つのディシプリンの内，「４．文化的な次

元」で美術史と美学を統合している。オハイオの事例

は，「１－４」が「芸術史一制作一芸術批評一美学」という

形で対応している。テキサスの事例も，「１－４」が「批

評一制作一芸術史一美学」に対応する。ユタでは，芸術全

体ではなく，特に「視覚芸術」について，全米基準の

　「理解→応用」という形の鑑賞と表現との一体化を４

つの項目に集約している。

　以上の４項目の事例では, DBAEの４つのディシプ

リンに直結するものがアラスカ(1995年制定），ミズ

リー(1996年制定）と２州あったことが注目される。

全米基準は1994年に公表されているので，それを踏ま

えて検討された州基準がＤＢＡＥの４つのディシプリ

ンに直結しているという事実は，ＤＢＡＥと全米芸術

　（美術）教育基準との連続性が，少なくともこれらの

州の担当者には意識されていたといえよう。

　次に５項目の事例を検討しよう。カリフォルニアで

は，最後の「５．結合・関連・応用」という全米基準

に直結する項目を除いた４項目は，「１．美術批評，２．

制作，３．美術史，４．美学」という形でＤＢＡＥの

４つのディシプリンに対応している。ただし，基準を

規定する「枠組み」では芸術全体に共通する４つの要

素（ｃｏｍｐｏｎｅｎtｓ）として「芸術的知覚，創造的表現，

歴史的･文化的な状況,美的な価値付け」というDBAE

のディシプリンをそのまま掲げている。カリフォルニ

アはＤＢＡＥを推進してきたゲッティ財団の本拠地でも

ある。ハワイでは，全米基準の鑑賞と制作との一体化

をはかりながらも，「５．他教科との結びつき」を除い

て，「１．制作，２．美術批評，３．美術史，４．美学」

というＤＢＡＥの４つのディシプリンに対応している。

インディアナでは，「５．職業と地域社会」の項目を除

いて，他の４項目は「１．美術史，２．美術批評，３．

美学，４．制作」に対応している。しかも，４項目の

うち，「制作」以外を，「美術への反応」として大きく

まとめ，それを「歴史／批評／美学」としている。州

基準の前書きで，全米基準と並んで, DBAEを参照に

したと述べられているように，80年代からのDBAE

の４つのディシプリンに直結している11。ロードアイ

ランドでは，「１．制作〔演示〕」の他に用語の学習も

含む広い意味での「４．用具」の項目を設けて，その

習熟を強調する点で，独自性をもつ。しかし，５項目

の事例では,ロードアイランドを除いて,すべてが「５．

他教科や職業とのつながり」以外では, DBAEの４つ

のディシプリンに対応するという点で共通している。
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　次に６項目の事例について検討しよう。６項目は全

米基準の項目数と一致するが，ウｅストバージニアが

全米基準をほとんどそのまま踏襲している以外は，全

米基準とは異なる観点から項目の分類をしている。

ニュージャージでは芸術教科全体に共通する知識・技

能の獲得に重点が置かれている，これは，全米基準の

内容基準で示された「生徒が知ること，できること」

の基本を踏まえている。ノースキヤロライナとウィス

コンシンでは項目の順番は異なるが，ブルーム流の行

動目標分類を思わせる点で共通している。ただ，ノー

スキヤロライナでは，達成すべき「能力目標（ｃｏｍｐｅ-

tency goals)」として示された８つの項目の６つに全

米基準との対応が明記されている。ウィスコンシンで

は，「２．為すこと（制作）」と「６．創造すること」

を分けているが，その「創造すること」を全米基準の

　「６．結合」の内容と対応させ，「断片的は知識や経験

を統合する」活動として「創造」を掲げているが，美

術教育の基準全体からいえば，一般的な用語法ではな

しｌ。

　ウｅストバージニアとノースキャロライナは，全米

基準と直結する項目を提示している。ニュージャージ

では，直接的な対応はないが学習すべき「知識･技能」

を重視している点が注目される｡ウィスコンシンでは，

当該の教科を「美術＋デザイン(art and design)」と

いう他の15州にはない名称にしている点で「純粋美術

　(art, fine art, visual arts など）」に偏らないように

デザインなどにも配慮している点に特色がみられる。

５。ま　と　め

　この研究は，ＤＢＡＥと全米美術教育基準が今後，ア

メリカの美術教育での実践にどのような影響を与えて

いくかを探る一歩にすぎない。既に，全米基準をもと

にした評価の観点もＮＡＥＰ（tｈｅ National Assess･

ment of Educational Progress)から示され，教育関

係者の関心は，評定(assessment)とその計測（ｍｅａ-

surement)法に向けられている。評価について検討し

ていくことは教育改革の行く末を確認するために必要

であり，今後の課題としたい。

　次に，最初に述べた研究目的に照らして，まとめと

したい。

5-1.「領域(scope)」の分類について

　16州の芸術（美術）教育の基準から，その内容基準

の項目のわけ方について検討してきたが，そのわけ方

を全米基準のように「芸術」全体に共通させているの

は，９つの州である。ただ，カリフォルニアのように

州基準を規定する「枠組み」だけは芸術全体に共通す

る項目分けを示しているところもあり,大勢としては，

内容基準は芸術全体に共通させる全米基準タイプが多

い。そして，一つの項目に，「理解し，応用する」とか

　「知識を実証する(demonstrate)」などのように観察

や分析を含む鑑賞体験から得られた知見や制作手順の

理解を実際に応用するという例が多い。これは，「鑑賞

と表現との一体化」を目指したものといえる。しかし，

そこには，制作(making art),創作(creating),表

現(expression)などの用語が多様な文脈で使われてい

る。ウィスコンシンでは「為すこと（ｄｏｉｎｇ）」と「創

造する(creating)」が異なる意味で使われていたが，

観察,分析,経験したことの再確認としての制作から，

個人的な価値を伝えるための自己表現のどれを指すの

か，達成目標の分析など，鑑賞と表現との一体化の可

能性を確かめるのも，今後の課題の一つである。

5-2. DBAEと各州基準との関連

　ＤＢＡＥに関しては，全米芸術教育基準の解説では一

言も触れられていない。しかし，州基準のいくつかは

既に検討したように直接的（アラスカ，ミズリーなど），

間接的（ハワイ，インディアナなど）に, DBAEの影

響を受けていることが確認された。さらに，美術に限

らず芸術全体に共通する項目分けがＤＢＡＥの４つの

ディシプリンに対応している点も注目される。 DBAE

が，ＡＲＴを超えてＡＲＴＳの教育の原理となっていっ

たというクリア(Greer, W. D.)の指摘を裏付けるも

のといえる。 12

　以上の点からも，基準以前の全米規模の美術教育運

動であり，全米規模のカリキュラム作成指針を提案し

てきたＤＢＡＥが，全米基準の先駆けとなり，州基準

の下地造りをしてきたといえよう。

5-3.基準からカリキュラムヘの道筋

　全米基準が，州という単位で，どのように地域化さ

れるかは，ここでの検討でその一端が解明された。新

しい全米基準を踏まえながらも，定着しつつあった

ＤＢＡＥの考え方をすべりこませる，あるいは，全米基

準の中に従来のＤＢＡＥとの親縁性を，意図的に導入

していくかのちがいはあっても，今後は，全米統一基

準が，州という地域単位から，さらに，都市や学区単

位での実践的なカリキュラムヘと地域化されていく

　(localized)筋道を明らかにしていくことが課題にな

る。それには，ここでのように鳥瞰的な見方ではなく，

特定の州の，特定の都市や学区の基準や文書カリキュ

ラム，そして教室での実態をみていく必要がある。

　そうした筋道を明らかにすることは，学習指導要領

という全国カリキュラムを掲げながら，地域や学校の

実状に応じた多様化，個性化を進めていこうとしてい

る日本の教育改革にとっても一つの指針となるであろ

フ。
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表２ 全米美術基準の内容基準（領域）と達成基準（系統性）の構成表
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表３　州別内容基準の分類一覧
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